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   小田原市市民活動応援補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

小田原市市民活動応援補助金交付要綱（平成１６年５月１日制定）の一部を次のように改正する。 

 

改  正  後 改  正  前 

 （補助金の金額等） 

第５条 （略） 

２ 補助金の額は、次の各号に掲げる補助金の

種類に応じ、当該各号に掲げるとおりとす

る。 

 (1) スタートアップコース 対象となる事業

に直接要する経費から国、県その他地方公

共団体の補助金等を控除した額。ただし、

１０万円を上限とする。 

 (2）ステップアップコースプランＡ 対象と

なる事業に直接要する経費から国、県その

他地方公共団体の補助金等を控除した額の

７０％又は２０万円のいずれか低い方の額

を上限とする。 

 (3) ステップアップコースプランＢ 対象と

なる事業に直接要する経費から国、県その

他地方公共団体の補助金等を控除した額の

５０％又は３０万円のいずれか低い方の額

を上限とする。 

３ （略） 

 （補助金の金額等） 

第５条 （略） 

２ 補助金の額は、次の各号に掲げる補助金の

種類に応じ、当該各号に掲げるとおりとす

る。 

 (1) スタートアップコース １０万円を上限

とする。 

 

 

 (2）ステップアップコースプランＡ 対象と

なる事業に直接要する経費から国、県その

他の地方公共団体の補助金等を控除した額

の７０％又は２０万円のいずれか低い方の

額を上限とする。 

 (3) ステップアップコースプランＢ 対象と

なる事業に直接要する経費から国、県その

他の地方公共団体の補助金等を控除した額

の５０％又は３０万円のいずれか低い方の

額を上限とする。 

３ （略） 

 

   附 則 

この要綱は、平成２９年１０月１日から施行し、改正後の規定は、平成３０年度以後の年度分の

補助金について適用する。 

平成 29年 10月 31日 

第 3回会議 
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